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相手のある交通事故で受診された場合、損害保険会社への保険金請求時に診断書と自動車損害賠償責任保

険診療報酬明細書(以下、明細書)の提出が必要となります。

以下に、流れを示していますのでご確認ください。

• 損害保険会社等の第三者に委任される患者様は同意書が必要になります。

• 同意書は診療科毎に原本が必要です。複写の同意書はお取り扱いできません。

(例：2科に依頼される場合は、２部必要)

• 有効期間は同意日から６ヶ月以内です。

• 損害保険会社もしくは当院の書式でご用意下さい。

交通事故に係る診断書・診療報酬明細書の取付け方法について

＜その他＞

・原則として診断書・診療報酬明細書は診療科毎に作成しますので、複数科を受診された場合は診療科

毎に上記手続きが必要です。

・診断書／診療報酬明細書の受付依頼は、郵送では行っておりませんのでご了承ください。

【step1】

同意書に

ついて

【step2】

診断書に

ついて

【用意するもの】

• 損害保険会社等の第三者に委任される患者様は、【step1】で用意した同意書が

必要です。

• 診断書のひな形が必要です。

【依頼する場所】

• 2階文書受付 ※但し、以下に該当する方は各箇所で申込みを行ってください。

a)救急災害センター3・4階病棟に入院中の患者様で退院日が決まっていない方

→救急災害センター各階病棟

b)小児科・メンタルヘルス科・脳神経内科

→各診療科の受付

【step3】

明細書に

ついて

【用意するもの】

• 【step2】で用意した診断書

• 領収書(診断書に記載された入院期間及び外来診療日に係る全てのもの※コピー

可)

• 診療報酬明細書(旧様式で未記入のもの)

※郵送で明細書の受取をご希望される場合

• 返送用封筒/切手(宛名を記載し、切手を貼付して下さい。通常郵便で書類紛失等

が起きましても当院ではその責任を負いかねますので、簡易書留のご利用をお勧

めします。)

【依頼する場所】

• 2階 公費関係窓口(初再診受付 横)

受付時間 月～金 ９：００～１７：００

【受渡について】

• 約10日後(事前に電話で作成状況をご確認下さい。作成済みであれば公費関係窓

口にてお受け取り下さい。)
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